
 

 

   ＪＲ穂積駅周辺整備研究会設置要綱 

平成３０年１０月１６日 

告示第２１７号 

 （設置） 

第１条 市のＪＲ穂積駅周辺地区（以下「本地区」という。）の今後のまちづ

くりの方針を協議及び決定するため、ＪＲ穂積駅周辺整備研究会（以下「研

究会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 研究会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）本地区の現況、課題等の整理に関すること。 

（２）まちづくり整備手法の検討及び整備内容に関すること。 

（３）駅前広場の整備内容及び公共交通に関すること。 

（４）本地区の計画に関わる都市計画道路の整備内容に関すること。 

（５）本地区の計画に関わる土地利用に関すること。 

（組織） 

第３条 研究会は、委員９人以下で組織する。 

２ 委員は、まちづくりの分野に関する識見を有する者及び関係行政機関の職

員とする。 

 （役員） 

第４条 会長は、研究会の会務を総理し、研究会を代表する。 

２ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員

がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 研究会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集

し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議は、非公開とする。 

４ 会長は、会議に際して必要があると認めるときは、議事に関して必要な者

の出席を求めることができる。 

（庶務） 



 

 

第６条 研究会の庶務は、都市整備部穂積駅圏域拠点整備課において行う。 

（補則） 

第７条 この告示に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、その都度

会議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集す

る。 

 （この告示の失効） 

３ この告示は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。 


